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お問い合わせの市役所の代表電話は、�０４２４－６４－１３１１です。電話番号にお掛けのうえ、担当課の内線番号をお伝えください。

高齢者保健福祉事業
　これまで介護保険制度につい
て、シリーズでお知らせしてきま
した。
　本紙では、一体のものとして策
定された「高齢者保健福祉計画」
および「介護保険事業計画・第３
期」をもとに具体化された内容を
中心にお知らせします。
　この計画は平成１８年度を初年度
とし、３年毎に見直します。

基本理念
　いつまでもいきいきと
　安心して暮らせるまち　西東京市
　～みんなでつくる豊かな高齢社会～
基本的視点
　○健康づくり・介護予防を重視する
　○高齢者の持てる力を生かした自立生活を

支援する
　○高齢者の権利を尊重する
　○市民参加により安心できる地域社会を実

現する

基本目標

　１　活動的な暮らしの支援

　２　健康づくり・介護予防

　３　総合的地域ケアシステムの整備

　４　介護保険サービスの質と量の確

保・充実

　５　介護保険制度の円滑な運用

　６　多様な暮らしの基盤整備

　７　福祉のまちづくり
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　今後３年間の中で必要となる介護保険サービス給付費
全体を推計いたしました。
　介護保険給付費のなかで、利用者負担額を除いた額の
５０㌫は公費で、残り５０㌫については、４０歳以上の人の保
険料です。
　右グラフの１９㌫の６５歳以上の方（第１号被保険者）の
介護保険料についても第３期事業計画の中で介護保険運
営協議会の答申をもとに決定いたしました。

　西東京市では、平成１８年度から２０年度までの介護保険
料の基準額（月額）を３，９５８円として年額を定め、この
基準額をもとに本人や世帯の所得に応じて８段階の保険
料が決まりました。

◎保険料基準額は３，９５８円（引き上げ額６７７円、引き上げ
率２０．６㌫）となります。

◆保険料の年額に１００円未満の端数があるときは、切り捨
てます。
◆保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごと
に設定されます。
◆平成１７年度税制改正による影響に対する激変緩和措置
について、介護保険料についても平成１８年度と１９年度の
２年間緩和措置をとることとなりました。

所得段階別保険料

平成１８年度から
２０年度（年額）

保険料月額の
算出法対象者段階

２１,３００円１,７８２円
（基準額×０.４５）

生活保護の受給者および老齢福祉年金の受給
者であって世帯全体が住民税非課税の方第１段階

２１,３００円１,７８２円
（基準額×０.４５）

世帯全員が住民税非課税であって、本人の前
年の課税年金額+合計所得金額が８０万円以下
の方

第２段階

３３,２００円２,７７１円
（基準額×０.７０）

世帯全員が住民税非課税であって、本人の前
年の課税年金額+合計所得金額が８０万円より
高い方

第３段階

４７,４００円３,９５８円
（基準額）

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本
人は住民税非課税の方第４段階

５９,３００円４,９４８円
（基準額×１.２５）

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
２００万円未満の方第５段階

７１,２００円５,９３７円
（基準額×１.５）

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
２００万円以上４００万円未満の方第６段階

７８,３００円６,５３１円
（基準額×１.６５）

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
４００万円以上８００万円未満の方第７段階

８３,１００円６,９２７円
（基準額×１.７５）

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
８００万円以上の方第８段階

　　緩和措置対象者の介護保険料平成１８年度移行段階表

平成１８年度
（年額）

平成１８年度保険料
月額の算出法緩和措置の移行段階

３１,３００円２,６１３円
（基準額×０.６６）

平成１７年度第１段階か
ら平成１８年度第４段階
に移行した方

３１,３００円２,６１３円
（基準額×０.６６）

平成１７年度第２段階か
ら平成１８年度第４段階
に移行した方

３９,４００円３,２８６円
（基準額×０.８３）

平成１７年度第３段階か
ら平成１８年度第４段階
に移行した方

３５,６００円２,９６９円
（基準額×０.７５）

平成１７年度第１段階か
ら平成１８年度第５段階
に移行した方

３５,６００円２,９６９円
（基準額×０,７５）

平成１７年度第２段階か
ら平成１８年度第５段階
に移行した方

４３,２００円３,６０２円
（基準額×０.９１）

平成１７年度第３段階か
ら平成１８年度第５段階
に移行した方

５１,３００円４,２７５円
（基準額×１.０８）

平成１７年度第４段階か
ら平成１８年度第５段階
に移行した方

介護保険の財源

６６５５歳歳以以上上のの方方（（第第１１号号被被保保険険者者））のの保保険険料料

４月から介護保険制度が新しくなりました ◆高齢者支援課介護保険係
　（�内線２３２２）…保谷庁舎


